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本
調
査
会
は
、
国
民
生
活
・
経
済
・
社
会
保
障
に
関
し
、
長
期
的
か
つ
総
合
的
な
調
査
を
行
う
た
め
、
平
成
二
十
二
年
十
一

月
に
設
置
さ
れ
た
。
一
年
目
は
、
「
持
続
可
能
な
経
済
社
会
と
社
会
保
障
の
在
り
方
」
を
三
年
間
の
調
査
項
目
と
決
定
し
た

後
、
社
会
保
障
を
中
心
に
調
査
を
行
っ
た
。

二
年
目
は
、
経
済
を
中
心
に
調
査
を
行
う
こ
と
と
し
、
「
円
高
問
題
・
産
業
空
洞
化
へ
の
対
応
」
、
「
高
齢
社
会
に
お
け
る

経
済
活
性
化
」
及
び
「
内
需
主
導
の
経
済
成
長
と
外
需
（
輸
出
）
も
含
め
た
経
済
成
長
」
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
参
考
人
か

ら
の
意
見
聴
取
及
び
質
疑
を
行
っ
た
後
、
「
我
が
国
に
お
け
る
今
後
の
経
済
成
長
と
雇
用
の
課
題
」
に
つ
い
て
、
政
府
か
ら
の

説
明
聴
取
及
び
質
疑
を
行
っ
た
。
続
い
て
、
委
員
間
の
意
見
交
換
を
行
っ
た
後
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
を
調
査
報
告
書
（
中
間
報

告
）
と
し
て
取
り
ま
と
め
、
五
月
三
十
日
、
議
長
に
提
出
し
た
。

同
報
告
書
で
は
、
世
界
に
類
を
見
な
い
人
口
減
少
、
円
高
・
産
業
空
洞
化
に
伴
う
国
内
雇
用
の
確
保
、
社
会
保
障
分
野
に
お

け
る
持
続
的
な
制
度
の
構
築
と
い
っ
た
諸
課
題
を
解
決
す
る
た
め
の
方
策
を
示
す
こ
と
が
、
我
が
国
の
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
こ

と
に
鑑
み
、
持
続
的
な
経
済
成
長
、
円
高
・
デ
フ
レ
対
策
、
雇
用
対
策
等
に
関
す
る
十
二
項
目
の
提
言
を
行
っ
て
い
る
。


